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静岡県における道路脱炭素化の取組
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気候変動に伴う災害の激甚化・頻発化

 地球温暖化に伴う気候変動の影響により、自然災害が激甚化・頻発化して
おり、気候変動対策の推進は、地球規模での対応が喫緊の課題

 2025年2月に閣議決定された国の地球温暖化対策計画では、「温室効果ガ
スを2040年度に73％削減（2013年度比）することを目指す」としている。

 道路は、地域の経済成⾧を支え、安全・安心な暮らしを確保する重要な社
会基盤である一方、道路分野のＣＯ2排出量は、国内のCO2排出量の約18％
を占めていることから、道路における脱炭素化の取組強化が必要
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2025年４月の道路法改正

（道路脱炭素化基本方針）
第四十八条の六十六
国土交通大臣は、道路の脱炭素化の推進に関する基本的な方針（以下「道路脱炭素化基本方針」という。）を

定めるものとする。
２ 道路脱炭素化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 道路の脱炭素化の推進の意義及び目標に関する事項
二 道路の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 道路管理者による道路の脱炭素化の目標の設定に関する事項その他の次条第一項に規定する道路

脱炭素化推進計画の策定に関する基本的な事項四前三号に掲げるもののほか、道路の脱炭素化の推進の
ために必要な事項

３～５ （略）

（道路脱炭素化推進計画）
第四十八条の六十七
道路管理者は、道路脱炭素化基本方針に即して、その管理する道路に係る道路の脱炭素化の推進に関する計画
（以下この条において「道路脱炭素化推進計画」という。）を定めることができる。
２ 道路脱炭素化推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 道路の脱炭素化の目標
二 前号の目標を達成するために行う道路の脱炭素化の推進を図るための施策に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、道路脱炭素化推進計画の実施に関し必要な事項

３、４ （略）

 国は、2025年４月に道路法を改正し、道路の脱炭素化を推進
 県などの道路管理者は、国の「道路脱炭素化基本方針」を踏まえ、「道路
脱炭素化推進計画」を策定



6

２．温室効果ガス排出の現状
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CO2排出量

 日本全国の総排出量（2022年度）は、約10.85億tCO2/年
 このうち、道路分野は道路整備、道路利用、道路管理合計で総排出量の
約18%（約1.8億tCO2/年）

 静岡県の総排出量（2022年度）は、約2,763万tCO2/年であり、そのうち
道路分野で約489万tCO2/年を排出

図１：日本全国の温室効果ガス排出量のうち道路分野における排出量（2022年度）
（出典：道路分野の脱炭素化政策集 Ver.1.0）

日本全国 静岡県内

総排出量 108,500 2,763

道路分野排出量 18,313 489

道路整備
・道路工事時の排出
・Ａｓ合材製造時の排出 等

1,330 36

道路利用
・乗用車、バス、二輪車の排出
・貨物自動車の排出

16,500 439

道路管理
・道路、トンネル照明の電力消費
・道路関係車両の排出

483 14

表１：日本全国、静岡県の温室効果ガス排出量（2022年度） （万tCo2/年）

※道路分野の脱炭素化政策集、静岡県地球温暖対策実行計画を基に算出
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３．道路脱炭素化の取組
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３．道路脱炭素化の取組

 対象路線：県管理道路（延⾧約2,787ｋｍ）

 目標

分野全体の削減目標を設定

図３:県管理道路における道路管理分野のCO2排出量

※道路整備、道路利用分野については、渋滞対策、有料道路の利便性向上など、
取組ごとに目標を設定
例）渋滞対策を●●箇所実施

分野

道路管理

目標設定

（ｔＣＯ2）

2013年
（基準年度）

2030年 2040年

約７割削減
▲13,300

約9割削減
▲17,100

18,970

5,670
1,870
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取組の方向性

➀ 道路のライフサイクル全体の低炭素化
道路建設から管理までのライフサイクル全体におけるCO2排出量について、新技術

を積極的に取り入れながら削減を推進

➁ 道路交通のグリーン化を支える道路空間の創出
再生可能エネルギーの活用促進のため、太陽光発電を活用した電源供給などの取組

を推進

➂ 低炭素な移動手段への転換
自転車等の低炭素な移動手段への転換を促進

➃ 道路交通の適正化
自動車からのCO2排出削減につながるよう、交通容量が低下しているボトルネック

箇所や、局所的な渋滞が発生している箇所における対策を行い、道路交通を適正化
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主な取組 ①道路のライフサイクル全体の低炭素化

1. 道路インフラの⾧寿命化

橋梁塗装塗装前

2. 道路照明のＬＥＤ化

3. 低炭素Ａｓ合材の導入 4. 道路関係車両の電動車化
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主な取組 ②道路交通のグリーン化を支える道路空間の創出

1. 道の駅へのＥＶ急速充電器設置 2. 太陽光発電を活用した電源供給

※県内道の駅：21/26駅設置済（Ｒ8/1時点）
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主な取組 ③低炭素な移動手段への転換

1. 自転車通行空間の整備 2. ほこみちの活用等による快適な
歩行空間の整備自転車道

自転車
通行帯

矢羽根

沼津あげつち商店街

富士吉原商店街

国道414号（沼津市）
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主な取組 ④道路交通の適正化

1. 渋滞対策 2. 有料道路の利便性向上
事例１）バイパス道路整備（富士川かりがね橋）

富士川橋西（主要渋滞箇所）の最大渋滞⾧ (ｍ)

0

500

1,000

1,500

開通後開通前

1,445m
減1,460

15

事例２）交差点改良

3. 富士山マイカー規制
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取組の推進

計画の策定
（Ｐｌａｎ）

取組の実施
（Ｄｏ）

取組の進捗の把握
（Ｃｈｅｃｋ）

取組の改善・充実
（Ａｃｔｉｏｎ）

「道路照明のＬＥＤ化」、「道路関係車両の電動車化」など取組の指標を設定し、フォローアップを
行いながら道路における脱炭素化を進める。


